
１ 

田原市児童発達支援事業給食費等補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の

２第２項に規定する児童発達支援を行う事業所（以下「児童発達支援事業所」

という。）のサービスを受けている児童の保護者に対し、児童発達支援事業所

において児童に提供される給食及びおやつの費用（以下「給食費等」という。）

に関し、田原市児童発達支援事業給食費等補助金（以下「補助金」という。）

を交付することにより、障害児が属する世帯の負担を軽減し、福祉の向上を

図ることを目的とする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、現に

市内に居住し、市外の児童発達支援事業所からサービスを受けている児童の

保護者とする。 

 （補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費は、給食費等として補助対象者が負担

した経費とする。 

 （補助金額） 

第４条 １日ごとの交付すべき補助金の額（以下「補助金額」という。）は、別

表に定める額とする。ただし、給食費等の実費がこれに満たない場合は、当

該実費相当額によるものとする。 

（交付申請及び実績報告） 

第５条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、４月分から９

月分までの給食費等に係るものにあっては１０月３１日までに、１０月分か

ら３月分までの給食費等に係るものにあっては３月３１日までに田原市児童



２ 

発達支援事業給食費等補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号。以下「申

請書等」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 申請書等には、給食費等負担額一覧表（様式第２号）又はこれに準じた書

類その他必要な書類を添付しなければならない。 

 （交付決定及び確定通知） 

第６条 市長は、申請書等を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて

調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、及び補助金額

を確定する。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定及び補助金額の確定をした

ときは、田原市児童発達支援事業給食費等補助金交付決定通知書兼確定通知

書（様式第３号。以下「通知書」という。）により、申請書等を提出した者（以

下「申請者」という。）に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第７条 通知書を受けた申請者は、速やかに田原市児童発達支援事業給食費等

補助金交付請求書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する請求書を受けたときは、速やかに補助金を申請者

に交付するものとする。 

（交付決定の取消し又は補助金の返還） 

第８条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補

助金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部

若しくは一部を返還させることができる。 

 (1) 法令、例規及びこの要綱に違反したとき。 

 (2) 提出した書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行

為があったとき。 

 （その他） 



３ 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

世帯の市町村民税所得

割額 
児童発達支援事業所を利用する児童の区分 

３歳未満児 ３歳児から

５歳児まで 

児童福祉施設

を利用する小

学校就学前の

児童から数え

て２人目以降

の３歳未満児 

１８歳未満の

児童から数え

て３人目以降 

(1) 非課税世帯 給食１８０円 おやつ５０円 

(2) ５７,７００円未満 － 給食１８０円 おやつ５０円 

(3) ７７,１０１円未満

かつひとり親世帯（前

号に該当する場合を

除く。） 

－ 給食１８０円 おやつ５０円 

(4) 前３号に該当しな

い世帯 

－ 給食１８０円 

おやつ５０円 

備考 

 １ 世帯の市町村民税所得割額は、当該年度の４月から８月までの給食費

等については前年度の課税額によるものとし、９月から翌年３月までの

給食費等については当該年度の課税額によるものとする。 

 ２ 児童発達支援事業所を利用する児童が複数の区分に該当する場合は、

補助金額が有利な金額を適用する。 

 ３ この表における児童の年齢計算については、児童発達支援を利用した

日の属する年度の初日（４月１日）の前日を基準日として行う。 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

田原市児童発達支援事業給食費等補助金交付申請書兼実績報告書 

（   年  月分から  月分まで） 

 

年  月  日 

 

 田原市長     殿 

 

               申請者 住  所 

                   氏  名           

 

年  月分から  月分までの田原市児童発達支援事業給食費等補助

金の交付を受けたいので、田原市児童発達支援事業給食費等補助金交付要網第

５条第１項の規定により、下記のとおり申請及び実績の報告をします。 

 

記 

 

１ 交付申請額兼実績報告額  金          円 

  ２ 額の内訳 

    別紙のとおり。 

３ 添付書類 

その他関係書類 

  田原市児童発達支援事業給食費等補助金交付申請をするにあたり、世帯の課税状況につ

いて確認されることを承諾します。  

                  氏名                 



様式第２号(第５条関係)

単価 提供日数 支払額

給食 円 日 円

おやつ 円 日 円

給食 円 日 円

おやつ 円 日 円

給食 円 日 円

おやつ 円 日 円

給食 円 日 円

おやつ 円 日 円

給食 円 日 円

おやつ 円 日 円

給食 円 日 円

おやつ 円 日 円

円合　計

給食費等負担額一覧表

　　月分

　　月分

　　月分

　　月分

　　月分

　　月分



様式第３号（第６条関係） 

 

田原市児童発達支援事業給食費等補助金交付決定通知書兼確定

通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

       様 

 

                  田原市長           印 

 

年  月  日付け田原市児童発達支援事業給食費等補助金交付申請

書兼実績報告書により申請された田原市児童発達支援事業給食費等補助金につ

いては、下記のとおり交付することに決定したので、田原市児童発達支援事業

給食費等補助金交付要網第６条の規定により、通知します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額兼確定額  金          円 

  ２ 額の内訳 

      年   月   日付けの田原市児童発達支援事業給食費等補助

金交付申請書兼実績報告書のとおり。 

 

  



様式第４号（第７条関係） 

 

田原市児童発達支援事業給食費等補助金交付請求書 

 

年   月   日 

 

 田原市長     殿 

 

               申請者 住  所 

                                  氏  名           

 

 田原市児童発達支援事業給食費等補助金交付要網第７条第１項の規定により、

下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額  金          円 

２ 振込先口座 

振 込 先 

金 融 機 関 

銀行・組合 

金庫・農協 

本店・支店 

支所・出張所 

フリガナ  

口座名義人  

口座番号 
１ 普通 

２ 当座 

       

 


